
 

大久保浄水場排水処理施設等整備・運営事業関係者協議会の 

設置及び運営に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大久保浄水場排水処理施設等整備・運営事業（以下｢本件事業｣とい

う。）に関して、甲と乙との間で平成 16 年 12 月 24 日付けで締結された事業契約書（以

下｢事業契約書｣という。）第７９条第１項において定める甲と乙との間の協議を行う機関

とされている関係者協議会の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的と

する。 

（所掌） 

第２条 関係者協議会は、次のいずれかの事項について協議を必要とする場合に開催され

るものとする。 

（１） 事業契約において、甲と乙との間で「協議」するとしている事項のうち、別紙「関

係者協議会 協議事項」に掲げる事項。 

（２） 事業契約における解釈上の疑義事項 

（３） その他事業契約を誠実に履行するために甲と乙との間において意見の調整が必要

となる事項 

（組織） 

第３条 甲及び乙は、それぞれ次の者を関係者協議会の委員とする。 

  甲： 水 道 部 長 

     財 務 課 長 

     水道企画課長 

     水道企画課副課長 

     水道管理課長 

     水道管理課副課長 

大久保浄水場長 

     大久保浄水場副場長 

乙： 代表取締役 

   取 締 役                           3 名 

   ＰＦＩマネージメント役                     3 名 

三機工業（株）環境システム事業部マネージメント担当 

三機工業（株）環境システム事業部マネージメント副担当 

    （株）大林組ＰＦＩ事業部事業管理部副部長 

２ 甲及び乙は、前項の委員のうちから議決権を行使する代表委員を各１名選任するもの

とする。 



３ 甲及び乙は、やむを得ない事由があるときは、相手方の同意を得て、第１項に定める

委員を変更することができる。ただし、甲及び乙の組織変更等による職名の変更につい

ては、この限りではない。 

４ 甲及び乙は、次の事由が生じた場合、速やかに、相手方に通知するものとする。 

（１） 委員又は代表委員を選任したとき 

（２） 代表委員を変更したとき 

（３） 組織変更等による委員の職名の変更があったとき 

（４） 人事異動等による委員の氏名の変更があったとき 

（委員長） 

第４条 関係者協議会委員長（以下「委員長」という。）は、甲の委員をもって充てる。 

２ 委員長は、会議の議長を務める。 

３ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、甲の他の委員が代理者となる。 

４ 甲は、次の事由が生じた場合、速やかに、乙に通知するものとする。 

（１） 委員長を選任し、又は変更したとき 

（２） 第３項の規程により、他の委員を代理者としたとき 

（開催） 

第５条 関係者協議会は、毎年原則として７月に定例会を開催するほか、必要に応じて委

員長が招集し、開催する。 

２ 定例会においては、事業契約書第８２条第１項に基づき乙が提出する計算書類の報告

を行うものとする。 

３ 甲及び乙は、必要に応じて委員長に関係者協議会の開催を要請することができ、委員

長は、要請を受けてから３週間以内に会議を開催するものとする。 

（招集手続き） 

第６条 委員長は、書面によって議題を明記の上で、全委員に対し、関係者協議会開催日

の２週間前までに関係者協議会の招集通知を発するものとする。ただし、委員長は、緊

急の必要がある場合は、所定の招集手続を省略して開催することができる。 

２ 関係者協議会に出席できない委員は、あらかじめその旨を委員長に通知しなければな

らない。この場合で、委員以外の者を代理として出席させるときは、欠席する委員は、

代理出席者の職・氏名を併せて委員長に通知しなければならない。 

３ 甲又は乙の代表委員が出席できない場合、甲又は乙は、当該関係者協議会において議

決権を行使する委員の氏名を委員長に通知しなければならない。 

（協議及び合意の方法） 

第７条 関係者協議会においては、事業契約書の規定、甲及び乙間における公平な負担等

を考慮して、出席した委員（委員の代理出席者も含む。以下同じ。）全員が、誠実かつ十

分に協議を行うものとする。 

 



２ 関係者協議会において決すべき事項がある場合は、甲及び乙の代表委員が合意した事

項に限り、関係者協議会で合意された事項とする。 

３ 前項の合意は、協議会終了後１０日以内に、甲及び乙の代表委員が合意事項確認書に

記名、押印することにより効力を発生する。期間内に双方又は一方が記名、押印しない

ときは、合意が調わなかったものとみなす。 

４ 甲及び乙は、前項に従い合意された事項を遵守するものとする。 

５ 同一議案についての関係者協議会の開催は、３ヶ月以内かつ３回までを限度とする。

ただし、関係者協議会において開催回数の延長について合意された場合はこの限りでは

ない。 

（議事録） 

第８条 関係者協議会の議事は、委員長が協議の結果を議事録に記載し甲及び乙に送付す

るものとする。 

（会議の非公開） 

第９条 関係者協議会の会議は、非公開とする。 

（委員以外の出席） 

第１０条 甲及び乙は、委員長に申し出ることにより職員（乙の出資企業の職員を含む）

を関係者協議会に出席させることができる。 

２ 甲及び乙は、必要に応じて、委員及び職員以外の者を、双方が出席を認めた場合に限

り関係者協議会に出席させることができる。 

３ 甲及び乙は、甲と直接協定を締結した融資金融機関の職員が関係者協議会に出席する

ことを許諾するものとする。 

４ 前三項に規定する委員以外の者は、関係者協議会において説明若しくは報告を行い又

は意見を述べることができる。 

（関係者協議会幹事会の設置） 

第１１条 委員長は、関係者協議会の協議事項に関して調整を行う必要があると認める場

合、関係者協議会の下部機関として、関係者協議会幹事会（以下「幹事会」という。）を

設置することができる。 

２ 各委員は、必要に応じて委員長に幹事会の設置を要請することができ、委員長は、必

要と認めた場合、速やかに幹事会を設置しなければならない。 

（幹事会の構成員） 

第１２条 甲及び乙は、幹事会の構成員及び構成員を代表する代表構成員を指名して、委

員長に通知するものとする。なお、乙は構成員に乙の出資企業の職員を指名することが

できる。 

２ 甲及び乙は、代表構成員その他の構成員を変更した場合には、速やかに委員長に通知

するものとする。 

３ 幹事会の構成員の人数は、制限しない。 



（幹事会の協議） 

第１３条 幹事会は、甲又は乙の代表構成員からの議事を示した開催提案により、開催さ

れるものとする。 

２ 幹事会における協議結果（事業契約の変更を伴うものを除く。）は、当該幹事会におけ

る、甲及び乙の代表構成員が合意した場合に限り、関係者協議会において合意された事

項とみなす。 

３ 前項の合意は、幹事会終了後１０日以内に、甲及び乙の代表構成員が合意事項確認書

に記名、押印することにより、効力を発生する。期間内に双方又は一方が記名、押印し

ないときは、合意が調わなかったものとみなす。 

４ 当該幹事会の代表構成員間で合意が調わなかった事項について、開催提案を行った代

表構成員は、速やかに委員長に報告するものとし、委員長は、必要があると認めた場合、

当該事項について協議するため関係者協議会を招集するものとする。 

５ 幹事会における協議結果は、開催提案を行った代表構成員から、次回の関係者協議会

に報告するものとする。 

６ 本条に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は幹事会において定める

ものとする。 

（構成員以外の出席） 

第１４条 甲及び乙は、委員長に申し出ることにより職員（乙の出資企業の職員を含む）

を幹事会に出席させることができる。 

２ 甲及び乙は、必要に応じて、構成員及び職員以外の者を、双方が出席を認めた場合に

限り幹事会に出席させることができる。 

３ 甲及び乙は、甲と直接協定を締結した融資金融機関の職員が幹事会に出席することを

許諾するものとする。 

４ 前三項に規定する構成員以外の者は、幹事会において説明若しくは報告を行い又は意

見を述べることができる。 

（庶務） 

第１５条 関係者協議会に関する庶務は、乙の協力を得て県企業局水道管理課が行う。 

（設置期限） 

第１６条 関係者協議会の設置期間は、平成１７年３月３０日から事業契約終了時までと

し、必要に応じて延長することができる。 

（変更手続） 

第１７条 この要綱の変更は、甲及び乙の代表委員の同意をもって行う。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、関係者協議会に必要な事項は関係者協議会にお

いて別途定めるものとする。 

２ この要綱は、関係者協議会及び幹事会を円滑に行うため、本件事業に関し、甲及び乙



が関係者協議会以外で別途協議することを妨げるものではない。 

 

附則 

この要綱は、平成１７年３月３０日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２０年６月２７日から施行する。 

 

 附則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



別 紙 

 

 

関係者協議会 協議事項 

 

条 項 内容 

第１６条 ５項 
甲乙間の測量結果、地質調査結果の差異が著しい場合の増加費用に

関する協議。 

第１６条 ７項 
５項により、工事を行うことが必要となった場合における運営開始

予定日の見直し協議。 

第１８条 ２項 
本件施設等の設計の変更を行う際の協議。 

 

第１８条 ５項 

甲の指示に基づく設計変更による設計・建設又は運営・維持管理に

係る費用の増加・減少協議。 

 

第１９条  

甲の事由による甲の増額負担に代えて、設計又は設計条件を変更す

る場合の内容協議。 

 

第２５条 ２項 
工期又は重要な工程の変更の可否についての協議。 

 

第２９条 ３項 

不可抗力による損害等におけるサービス対価の見直しに関する協

議。 

 

第３９条 ３項 

不可抗力により運営開始遅延が生じた際に、業務を開始できないこ

とに起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担方法等に

関する協議。 

 

第３９条 ４項 

法令の変更により運営開始遅延が生じた際に、業務を開始できない

ことに起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担方法等

に関する協議。 

 

第４０条 ３項 金額変更を伴う維持管理・運営仕様書の変更についての協議。 

第４８条 ２項 

発生土及び発生砂に関係法令等の基準を超える汚染物・毒劇物が混

入したと認められ、その有効利用が困難であると判断した場合の処

分方法等についての協議。 

 



 

条 項 内容 

第５６条 １項 
不可抗力により、維持管理・運営業務に生じた合理的な増加費用及

び損害に関する増加費用の負担方法等についての協議。 

第７４条  
甲の責に帰すべき事由による本件施設等の修補、改良等に関する内

容、費用等についての事前協議。 

第７５条 ２項 

法令変更又は許認可等の効力が失われ、運営に支障が生じた際にお

ける契約の変更、その他これに対応するための措置並びに増加費用

の負担及びその支払方法についての協議。 

第７５条 ４項 

第７５条 ２項に基づいて甲に増加費用の負担が生じた場合におけ

るサービス対価の改定に伴う詳細の協議。 

 

第７６条 ２項 

不可抗力により甲若しくは乙が本契約の履行ができなくなった場合

又は事業場所若しくは本件施設等に重大な損害を生じた場合におけ

る本契約の変更並びに増加費用の負担及びその支払方法についての

協議。 

 

第７６条 ４項 

第７６条２項に基づいて甲に増加費用の負担が生じた場合における

詳細の協議。 

 

第７９条 ２項 
関係者協議会設置要綱その他協議会に関する事項の協議。 

 

第９２条  

契約書の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は契約書に定

めのない事項のうち、重要な事項についての協議。 

 

【別紙５】 ３（１） 

【発生土及び発生砂の有効利用等の方法】 

（有価利用分の対応） 

 契約締結時に想定できなかった事態（埼玉、東京、神奈川、千葉

の都県営浄水場において、有価による利用が確認できない場合等）

が生じた場合の協議。 

【別紙５】 ３（２） 

（非有価利用分の対応） 

 非有価利用の処理単価改定についての協議。 

 

【別紙５】 ３（４） 

（有効利用責任範囲） 

乙が有効利用しなくてはいけない範囲を上回った場合における非

有価利用及び単価についての協議。 

 



 

条 項 内容 

【別紙５】 ３（９） 
（株主保証） 

有価利用分の買い取りについての株主保証についての協議。 

【別紙 10】 ２（３） 

（設計・建設費の変動について) 

特別な要因による工期内の価格の著しい変動、急激なインフレーシ

ョン又はデフレーションによる設計・建設費の変更額についての協

議。 

【別紙 12】 3(1)ウ 

【モニタリングの実施とサービス購入料の減額について】 

（やむを得ない事由による場合の措置） 

 やむを得ない事由により業務要求水準書及び事業契約書の内容を

満たすことができない場合の、その改善策についての協議。 

【別紙 12】 ３（４） 

（業務担当企業の変更） 

 再度の是正勧告にもかかわらず、改善効果が認められない場合に

おける業務担当企業の変更に関する協議。 

【別紙 12】 ４（６） 
（最終処分場等への埋め立て） 

発生土を最終処分場へ埋め立てる承認を得るための協議。 

 


